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監査委員による質疑応答を行った。また、法令等に定められた掲示物、現場備付書

類等と工事施工状況の確認を行った。 

（１）旧中野刑務所正門移築・修復工事 

  （２）中野中学校跡施設内装改修その他工事 

 

第４ 監査の基本方針 

工事に関する事務の執行（工事計画、設計、積算、契約、施工、検査等）が、適

正かつ効率的に執行されているか、また、経済性や有効性についても留意し、検証

した。 

 

第５ 監査の重点事項 

工事の施工管理が適正に行われているかを重点事項とした。 

 

第６ 監査の結果 

工事に関する事務の執行については、全般的には概ね適正に執行されていた。 

しかしながら、指摘には至らないものの、開口部に対する落下防止措置としての

養生が施されていなかった事例や、適切な土止め支保工を設置しないまま身長より

も深いところで作業をしていた事例があり、工事施工中の安全対策が不十分な状況

が確認された。また、区監督員が事故につながる可能性のある行動をしていた事例

も見受けられた。これら改善の必要な事項については、監査委員の命を受けた監査

事務局長を通じて、関係者に適正な処理を行うよう求めたところである。 

 

第７ 意見 

第６監査の結果に記載した改善の必要性がある事例は、いずれも基本的な安全対

策の未実施に起因し、事故につながり得るものである。 

本来確保されるべき安全措置が徹底されていない事例、区監督員が模範となるべ

き立場でありながら逆に安全基準に反する行動をとっていた事例は、安全確保に向

けた受発注者双方の意識や姿勢に改善の余地がある。区監督員が安全基準に反する

行動をとることは、現場に対して安全対策の重要性を軽視する誤ったメッセージの

発信になるおそれがあり、改めて安全管理に関する職員の知識の再確認を行うべき

事例である。 
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工事中の事故は人命に係わるばかりでなく、工事自体の進ちょくを妨げ、ひいて

は区政に対する区民の信用を失墜する結果となる。工事の施工に伴う事故を未然に

防止するためには、まず区が受注者に対して安全対策の確実な実施を徹底させるこ

とが必要であり、公共工事の発注者としての役割を踏まえ、区監督員自らが模範的

な行動を示すことが重要である。その上で、工事現場における安全の確保に向けた

ガバナンス機能を一層強化させることが求められる。 

毎年、新たな技術系職員が採用され、経験年数の浅い職員が増加している現状を

踏まえると、安全管理に関する基準、ルール等について再確認する場を増加させる

ことが必要と思われる。職場内研修の充実や新たな OJT 計画などを実施し、職員一

人ひとりに対し安全意識と基準の徹底を図ることを求めたい。 
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